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■ 歩行者と車両相互の安全性を確保するために、歩車道を分離す
るなど、交通バリアフリー法の基準に基づいて整備改善を検討
します。 

■ 歩行者の通行をスムーズにするために、歩道を面的にフラット
化（一枚板化）して、必要な段差は車道側で調整する再整備を
行います。 

■ また、視覚障害者誘導用ブロック、案内サイン、舗装面を改善
します。 

２．道路特定事業について 

（１）ＪＲ宇都宮駅西口広場 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ ＪＲ宇都宮駅西口広場では、「歩行者の安全性」、「乗り継ぎ環境」、「誘導・案内と歩行環境」の

３つの視点から、改善方策を検討しました。 

・ 「歩行者の安全性」については、『①安全で円滑な歩行空間の整備に関する検討』を進めるもの

とし、歩行者と車を分離するなど、交通バリアフリー法の基準に基づいて整備改善を検討します。 

・ 「乗り継ぎ環境」については、歩行者の通行を優先するため、歩道面を一定にして必要な段差を

車道部で調整するような改善を進めるものとし、『②バス乗降場、③タクシー乗降場や一般車両

乗降場における乗り継ぎ環境の改善』、『④横断歩道部分の改善』などを行います。 

・ 「誘導・案内と歩行環境」については、『⑤視覚障害者誘導用ブロックの改善、⑥案内サインの

改善、⑦舗装面の改善』などを行ないます。 

・ 上記の考え方を 26 頁から 30 頁までに示します。 

・ なお、各施設の整備に際しては、「道路の移動円滑化整備ガイドライン（＊）」（平成 15 年 1 月 

監修：国土交通省道路局企画課）に沿って検討・整備します。 

＊）以下、「道路整備ガイドライン」という。 
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ＪＲ宇都宮駅における現状の問題と具体的な整備の考え方 

現状の問題  具体的な整備の考え方 
（歩行者などの安全性） 

歩行者とバス・タクシー・一般車
とが平面交差し、安全面で支障が
ある。 

 ① 安全で円滑な歩行空間の整備に関する検討 
・ 歩車道を分離するなど、交通バリアフリー法の基準に基づ

いて整備改善を検討する。 

（乗り継ぎ環境） 
バス乗場では、ノンステップバス
への対応を図るために、乗場部分
の歩車道段差を 25ｃｍから 20
ｃｍに変更している。（通路部分
は 25ｃｍのまま） 
タクシーや一般車の乗降場では、
25ｃｍの段差となっており、車い
す使用者などの利用に支障があ
る。 
また、車道面を一定として歩道を
切り下げているため、歩道面が波
打ったり、すり付け勾配が急にな
っている。 
 

 【整備の基本的な考え方】 
⇒ 歩行者の通行を優先するため、歩道面を一定にして、必要

な段差を車道部で調整する。 
② バス乗降場における乗り継ぎ環境の改善 
・ 駅舎から各乗場への横断歩道は、スムース横断歩道※化を

図る。 
・ ノンステップバスなどへの対応や、駅舎から各乗場への横

断歩道のスムース横断歩道化を図るため、バス通路を含め
て全て 15～20ｃｍ程度に変更する。（車道部の嵩上げ※） 

③ タクシー乗降場や一般車両乗降場における乗り継ぎ環境
の改善 
・ 今後の福祉タクシー※の普及も考慮し、段差を 2～5ｃｍ程

度とする。（車道部の嵩上げ） 
④ 横断歩道部分の改善 
・ タクシー乗場やバス降車場と西側歩道部分を結ぶ横断歩

道は、タクシー乗場と一体となったスムース横断歩道化を
図る。（車道部の嵩上げ） 

（誘導・案内と歩行環境） 
視覚障害者誘導用ブロックは必要
最小限が望まれるが、タクシー乗
場などへは設置しすぎていると考
えられる。 
ワークショップでは、案内サイン
が分かりにくい、ペデストリアン
デッキなどの舗装面がでこぼこし
ていて車いす使用者や高齢者にと
っては通行しにくいと指摘されて
おり、改善が望まれている。 

 ⑤ 視覚障害者誘導用ブロックの改善 
・ タクシー乗場では、先頭と２番目に視覚障害者誘導用ブロ

ックで案内されているが、誘導員が不在の場合はどちらに
行けばよいかが分かりにくいので、先頭車両のみとする。 

・ 全体的な輝度比を確保する整備を行う。（歩道面の改善、
サイドブロックの設置など） 

⑥ 案内サインの改善 
・ 既存のエレベーターなどが分かりにくいため、案内サイン

を充実する。 
⑦ 舗装面の改善 
・ 車いす使用者や高齢者が通行しやすい舗装面に改善する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※）「スムース横断歩道」、「嵩上げ」、「福祉タクシー」は、用語の説明（P51、P52）を参照。 

スムース横断歩道の事例（車道
部を嵩上げして歩行空間を平
坦に） 
 

タクシー・一般車乗降場の事例
（沼津駅北口広場／3ｃｍ段差
をすり付け） 

視覚障害者誘導用ブロックの輝度
比確保の事例（同左／両側に黒系
のサイドブロックを配置） 
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ＪＲ宇都宮駅西口広場におけるバリアフリー整備の考え方①（1 階部） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


